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午前９時２５分開会 

○委員長（上田 倫久） 定刻までにまだ早いんです

けれども、全員お集まりになりましたので、ただい

まから防災対策調査特別委員会を開会いたします。 

 まず、委員長の挨拶ということで、私は上田倫久

でございます。私自身は五荘地区のほうの防災のほ

うの副をさせていただいておりまして、昨年度は防

災士のテストも受けさせていただきました。自警団

と防災士のほうで、この豊岡市の中のほうを取り組

んでいきたいと思っております。 

 特に昨日は防災学習会がありまして、そこで片田

敏孝様のほうの講演を聞かせていただきまして、命

を守る、命を救う、どうすればいいんだというふう

なことを十二分に学習させていただきました。こと

し１年間、命を救うために頑張ろうと思ってますの

で、よろしくお願いします。 

 では、自己紹介のほうをお願いいたします。 

 どうぞ。 

○副委員長（木谷 敏勝） 副委員長を仰せつかって

いる木谷です。よろしくお願いします。 

○委員（奥村 忠俊） 奥村です。どうぞよろしくお

願いします。 

○委員（芦田 竹彦） 芦田竹彦でございます。防災

対策、初めてということで、しっかり教えていただ

きながら１年間努めていきたいというふうに思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○委員（井上 正治） 久しぶりに防災対策特別委員

会のほうに帰ってまいりました、この１年間どうぞ

よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○委員（伊藤  仁） 初めての委員会です。伊藤で

す。どうぞよろしくお願いします。 

○委員（青山 憲司） 青山でございます。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（上田 倫久） 続いて、なら、名簿順に行

かせてもらったらいいですか。 

 なら、防災監の。 

○防災監（宮田  索） 防災監の宮田です。どうぞ

よろしくお願いします。 

○防災課長（原田 泰三） 防災課長の原田と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

○コウノトリ共生部長（水嶋 弘三） コウノトリ共

生部長の水嶋です。引き続きよろしくお願いいたし

ます。 

○農林水産課長（石田 敦史） 農林水産課長の石田

でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○農林水産課参事（川端 啓介） 同じく農林水産課

参事の川端でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○都市整備部参事（河本 行正） 都市整備部参事の

河本です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○建設課参事（井垣 敬司） 建設課参事の井垣と申

します。よろしくお願いいたします。 

○上下水道部長（米田 眞一） 上下水道部、米田で

す。よろしくお願いします。 

○下水道課長（石津  隆） 下水道課課長の石津で

す。よろしくお願いします。 

○下水道課参事（川﨑  隆） 下水道課参事の川﨑

です。よろしくお願いいたします。 

○城崎振興局長（熊毛 好弘） 城崎振興局長の熊毛

です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○城崎振興局地域振興課長（谷垣 一哉） 城崎振興

局地域振興課長の谷垣でございます。よろしくお願

いいたします。 

○竹野振興局長（瀧下 貴也） 竹野振興局長の瀧下

でございます。よろしくお願いします。 

○竹野振興局地域振興課長（福井 正幸） 竹野振興

局地域振興課長の福井です。よろしくお願いします。 

○日高振興局長（小谷 士郎） 日高振興局長の小谷

士郎です。よろしくお願いします。 

○日高振興局地域振興課長（和藤 達也） 日高振興

局地域振興課長の和藤です。よろしくお願いいたし

ます。 

○出石振興局長（榮木 雅一） 出石振興局長の榮木

と申します。どうぞよろしくお願いします。 

○出石振興局地域振興課参事（村上 忠夫） 出石振 

興局地域振興課参事の村上です。よろしくお願いし 

ます。 

○但東振興局長（羽尻 泰広） 但東振興局長の羽尻
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と申します。よろしくお願いします。 

○但東振興局地域振興課長（大石 英明） 但東振興

局地域振興課長の大石と申します。よろしくお願い

します。 

○消防長（松岡 勇人） 消防長の松岡です。よろし

くお願いいたします。 

○消防本部参事（金納 広行） 消防本部参事、金納

です。よろしくお願いします。 

○消防本部参事（中古谷康彦） 消防本部、中古谷で

す。よろしくお願いします。 

○事務局主査（伊藤八千代） 事務局の伊藤です。引

き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（上田 倫久） みんな欠席はありませんね。 

 紹介は終わりました。 

 次に、協議・報告事項に移ります。 

 席次の指定についてですけれども、この場所でよ

ろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 倫久） 特に意見がないようですの

で、そのように決定いたします。 

 では、委員会所管事項についてをお願いします。 

 続いて、委員会所管事項の事務概要についてを議

題といたします。 

 ４月に行われた各委員会での事務概要を本委員

会が該当するものを引き継ぎ、その進捗状況を説明

していただきます。 

 当局から一通りの説明を受けた後、各委員から質

疑等をお願いいたします。 

 それでは、説明をお願いいたします。 

 政策調整部防災課、原田防災課長。 

○防災課長（原田 泰三） １ページ目をごらんくだ

さい。防災行政無線の更新ということで、現状、課

題等、それから進捗状況等を報告させていただきま

す。 

 現在の防災行政無線なんですけども、合併前の旧

４市町のシステムを運用しておりました。その特徴

といたしましては、戸別受信機を全戸に貸与をさせ

ていただいていることや、行政区、学校、コミュニ

ティセンター等から区域内の放送が可能であった

こと、屋外拡声子局を各所に配置しているっていう

ようなことが共通となっております。更新した理由

ということを記載しております。国のほうの電波の

アナログからデジタルへの移行方針というのがあ

りまして、防災行政無線につきましても２０２２年

１１月末までが電波の使用期限となっていること

が挙げられます。その他、設備の耐用年数的にも、

１５年から２０年経過していることもあって、更新

をさせていただいております。 

 そこで、更新に係る基本方針を書いておりますが、

１つ目は、やはり災害時には６つの災害対策本部が

それぞれで対策に当たるというようなことの特徴

がございますので、それがシステム上、独立して運

用ができるというようなこと。それから、各家庭に

配布、貸与させていただいております戸別受信機に

つきましても、２階への例えば緊急的な退避、避難

だったりというようなことで部屋に持って上がっ

てもらったりというようなことができるように、屋

外アンテナの接続数は可能な限り減らすというよ

うなことが基本方針として定めておりました。 

 次に、概要なんですけども、３０年度には、業者

さんとの契約を締結した上で現地調査を踏まえた

実施設計や設備整備に当たっての地元調整、中継局

等の設置に当たっての関係機関への届け出等々、親

局や中継局等の一部整備を進めておりました。今年

度につきましては、引き続き親局、中継局、屋外拡

声子局等の設備の整備、それからデジタルの戸別受

信機の貸与、配布と旧のアナログの受信機の回収を

現在進めております。 

 令和２年度につきましては、引き続き戸別受信機

の配布、それから旧のアナログ機の回収、それから

アナログのシステムそのものの撤去等の作業が入

ってまいります。 

 最後に進捗状況なんですけども、デジタル防災行

政無線の親局、中継局の整備を完了しておりまして、

１０月１日からデジタル防災行政無線とアナログ

の防災行政無線の併用運用を開始しております。同

じく１０月からデジタルの戸別受信機とアナログ

の戸別受信機の交換、配布の作業を進めているとい
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うような状況でございます。なお、この交換につき

ましては、２０２０年の年末までに完了させる予定

でございます。以上でございます。 

○委員長（上田 倫久） 続いて、都市整備部建設課、

河本参事。 

○都市整備部参事（河本 行正） 説明のほうは、建

設課の井垣参事のほうから行わせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

○建設課参事（井垣 敬司） 建設課からは２項目ご

報告させていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

 ２ページをお開きください。雪害対策事業の推進

です。 

 市では、車道、歩道合わせて７４０キロを超える

市道などの除雪作業を行っているところです。 

 基本方針といたしまして、計画的な除雪機械の更

新と市保有機械の増強を行うとともに、兵庫県と連

携し、国県市道の効率的な除雪方法等を検討するこ

とや、きめ細やかな気象情報を提供することで待機

回数を減らすなど、作業員さんへの負担軽減を図る

ことで受託業者の確保を図りたいというふうに考

えているところです。 

 また、老朽化した消雪施設の更新を計画的に行い、

施設の適正管理を図りたいというふうに考えてお

ります。 

 区やコミュニティなどの皆さんが市道除雪を補

完するために、除雪機購入経費の一部を補助する除

雪機緊急整備事業補助金制度を平成２９年度から

３年間、本年度が最終年度になるわけですが、これ

を復活させることにより生活に密着した除雪体制

の充実を図ることとしております。 

 概要及び進捗状況です。除雪対策といたしまして、

まず除雪機械の更新等でございます。本年度につき

ましては、１１トン級除雪ドーザの更新ということ

で、日高地域に配備いたしますドーザを更新いたし

ました。経費につきましては、１，１６８万７，０

００円でございます。１１月２５日に納車をする予

定となってございます。 

 続きまして、消雪施設の更新等でございます。ま

ずは、神美台取水施設修繕及びパイ１２５ミリのポ

ンプを１台更新をすることとしております。契約額

が６１９万３，０００円でございまして、１月末に

完成予定となってございます。 

 続きまして、市道湯島桃島線ほか消雪施設の修繕

です。こちらについては契約額が１，９２５万円と

なっておりまして、こちらも１月末には完成を予定

しておるところです。 

 ３点目です。除雪機緊急整備事業補助金制度とい

うことで、先ほど申し上げましたように３カ年の時

限事業でございます。こちらの利用促進を図るとい

うふうなことで、現在も随時募集をしておるという

ふうな状況です。こちらは予算額なんですけども、

当初１，８００万円をお願いしておりましたが、９

月の補正予算によりまして８００万円に減額をし

ておるところです。本年度は、申請が現在までに６

件いただいておりまして、見込み額といたしまして

３４３万７，０００円ということになっております。 

 続きまして、３ページをごらんください。円山川

水系河川整備事業の推進です。 

 現状と課題については、変更はございません。平

成２５年度から、円山川水系河川整備計画をもとに

河川整備事業を実施していただいているところで

す。 

 基本方針といたしましては、事業推進を図るため、

国、県並びに関係機関との連携を一層強化し、用地

買収の協力や地元調整等に最大限の支援をしてま

いりたいというふうに考えております。 

 また、事業の早期完了を目指し、積極的に国や与

党政党等への要望活動を行うこととしております。 

 概要及び進捗状況です。円山川水系河川整備計画、

こちらのほうは事業期間が平成２５年度からおお

むね２０年間というふうにしていただいておりま

して、事業内容は無堤防地区の解消や遊水地の整備

ということになってございます。 

 ３つの大きな柱があるわけですが、まずは１つ目、

無堤防地区の解消として、４地区取り組んでいただ

いておるところです。申しわけありません、本日お

手元にお配りしましたＡ４横の図面位置図をあわ
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せてごらんいただきながらお聞きいただきたいと

思います。 

 無堤防地区の解消というふうなことで、図面の赤

い実線の部分をごらんになりながらお願いします。

まずは瀬戸・津居山地区です。こちらについては、

整備案を引き続きご検討いただいているところで

す。 

 続きまして、ひのそ、ほか地区です。パラペット

の整備や樋門の設置、来日川橋のかけかえ、来日川

パラペット工事を継続して実施していただいてい

るところです。パラペットは台風２３号に対応でき

る高さまでというふうなことで、奈佐川の合流地点

から結和橋上流部まで、２段階高さを本年度で完成

していただく予定となっております。 

 続きまして、鶴岡・日置地区です。日置地区にお

きましては、堤防整備事業を継続して実施していた

だいておるところです。鶴岡地区です。用地買収を

継続して実施していただいております。また、昨年、

平成３０年７月豪雨により浸水被害が発生いたし

ましたことから、応急対策として大型土のうを設置

していただいておるところです。 

 日高地区です。こちらについても、引き続き用地

買収、築堤工事を継続して実施していただいておる

ところです。 

 ２つ目です。中郷遊水地の整備ということで、図

面の右当たりに茶色で眼鏡形に２つ囲ってござい

ます。この地点でございます。本年６月２３日に起

工式を実施していただいておりまして、現在、下池

においては掘削工事に着手していただいてます。上

池については用地買収を継続実施していただいて

おるところです。 

 ３点目です。堤防の強化というふうなことで、ま

た、図面をごらんいただきまして、オレンジ色の破

線をごらんいただきながらお聞きいただきたいと

思います。こちらについては、円山川右岸堤防と出

石川におきましてのり尻補強工事を継続実施して

いただいておるところです。 

 大きな２つ目、要望活動です。近畿直轄河川治水

期成同盟会連合会で、７月２４日の水曜日、国土交

通省と財務省へ要望活動を実施させていただいた

ところです。 

 建設課は以上ですが、本日の事務概要にはござい

ませんが、災害復旧事業について簡単にご報告させ

ていただきます。 

 平成３０年７月豪雨と９月の台風２４号により

被災いたしました河川や道路などの公共土木施設

のうち、国庫負担の対象となります９９カ所につき

ましては、５５カ所が完成しておるところです。進

捗率５６％となってございます。残りの４４カ所に

つきましても既に着手しておりまして、一日も早い

完成を目指しておるところです。以上です。 

○委員長（上田 倫久） 続いて、上下水道部で水道

課、石津下水道課長。 

○下水道課長（石津  隆） 下水道課の事務概要に

ついて説明をいたします。４ページの雨水整備事業

でございます。 

 現況と課題ですが、雨水整備につきましては、雨

水幹線３９．４キロの計画に対し、約１５キロの整

備を終え、現在整備率は３８％となっております。

今後もさらに水に強いまちづくりに向けた取り組

みを推進してまいります。 

 また、今後の雨水計画には、総合治水の観点、流

す、ためる、備えるを総合的に判断し、計画の見直

しを図る必要があると考えております。 

 お手元に下水道課説明資料としてＡ４の地図を

配付しておりますので、参考にごらんをいただけれ

ばと思います。 

 まず１つ目の事業概要、進捗状況。福田排水区で

すが、こちらは山田川流域内水対策事業にあわせて

雨水幹線の整備を行うものです。昨年度は用地測量、

詳細設計業務を完了いたしましたので、本年度は工

事に関係して必要となる用地を精査した上で用地

補償を実施する予定としております。現在、奈佐川

堤防のり下部分の構造物設置計画について国土交

通省と協議をしており、構造について了解が得られ

ましたら必要な面積を確認し、２月中をめどに用地

交渉を行っていく予定としております。事業費は約

６００万円を予定しております。 
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 次に、２つ目の三江排水区でございます。こちら

は、豊岡市市街地東部の三江排水区において浸水対

策事業として三江四号雨水幹線の未整備部分約１

９０メーターを整備するものでございます。長年幹

線水路の隣接します土地との境界について境界確

定ができていませんでしたが、昨年関係者と再度現

地立ち会いを行い、境界確定を完了いたしました。 

 本年度は１としまして事業実施に向けた実施設

計を行っております。進捗率は現在約２０％で、年

度内に完了する予定でございます。 

 また、２つ目としまして、現地の換地幅、これは

里道水路幅ですが、この部分で全ての工事が完了で

きない部分がありますので、工事に必要となります

土地について用地補償を実施する予定としており

ます。整備計画が整い、必要面積が確定しましたら、

２月中をめどに用地交渉を行っていく予定として

おります。 

 １番、２番の事業費の合計が約７４０万円を予定

しております。 

 下水道課の事業概要は以上でございます。 

○委員長（上田 倫久） 政策調整部、都市整備部、

上下水道部、３部のほうから説明をそれぞれいただ

きました。説明は終わりました。 

 質問はありませんか。 

○委員長（上田 倫久） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） ２点だけちょっと確認なりさ

せていただきたいと思います。 

 先ほど雨水整備事業の福田排水区に関係してで

すけども、ここは７月豪雨によって、たしかこの岩

井川でしたかね、違うんか、栃江橋のたもとの、ど

ういうんですか、水がのり面から噴出したというふ

うなことがあって、国交省のほうで即対応は、地元

の消防団とも協力されて土のう積みをされたりと

いうことがありまして、今、橋のかけかえに伴って

あそこは工事をしていただいてるんですけど、その

工事の進捗状況、それから堤防の補強の状況だとか、

そのあたりと、それから下流側の排水ポンプの設置

についての今の進捗状況、このあたりをちょっと説

明をいただけないかなというふうに思います。まず

１点。 

○委員長（上田 倫久） はい、どうぞ。 

○建設課参事（井垣 敬司） 栃江橋のかけかえ工事

の進捗状況でございますが、昨年度までに下部工の

整備を終えております。現在、左右岸の橋への取り

つけ部分の盛り土工事等を実施なり発注なりをし

ていくところでございます。最終的には、本年度工

事ではあるんですが、上部工を設置いたしまして、

令和２年度には整備を終えたいという目標で整備

をしておるところです。 

 下流の福田ポンプ場の進捗状況ですが、本年度は、

どういいますか、用地買収に係ります用地測量等を

実施しておるところで、今後、用地買収を行わなけ

ればならないというふうな状況と、現在、詳細設計

を実施しておるところで、順調にいけば来年度以降

に工事のほうにかかって、再々申しますが、順調に

いけば来年度以降に工事にかかっていきたいとい

うふうに考えております。以上です。 

○委員長（上田 倫久） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 栃江橋の話は建設のほうでも

お話をいただいたんですけども、そののり面ですね、

堤防ののり面から、前回は川からの湧水が噴き出し

て、あそこも整備そのものはもう終わったという認

識でいいのか、国交省のほうの事業になると思うん

ですけども、そこのところの状況をちょっと教えて

いただけますか。 

○委員長（上田 倫久） 井垣参事。 

○建設課参事（井垣 敬司） おっしゃるとおり、漏

水があって、その対策としてふとんかごといいます

か、そういったものを設置していただいたところで

す。 

 今後につきましては、その状況等を分析していた

だきながら、必要に応じて改修等の要望をしていか

なければならないというふうに考えております。 

○委員長（上田 倫久） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） ということは、今後また、国

交省のほうで恒久的な対策等に向けて実施をして

いただけるということでよろしいんでしょうか。 

○委員長（上田 倫久） 井垣参事。 



 6 

○建設課参事（井垣 敬司） 済みません。大変失礼

しました。恒久的な対策を既にもう実施していただ

いて済んでおるという状況でございます。申しわけ

ありません。 

○委員（青山 憲司） なるほど、わかりました。 

 もう一点。 

○委員長（上田 倫久） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） もう一点、済みません。 

 今、事業も含めていろいろと建設、それから、県、

国交省のほうの担当の皆さんには大変お世話にな

っております。今後もできるだけ早く事業を進めて

いただきたいなというふうに、これはお願いしてお

きたいと思います。 

 あと一点、最後に雨水整備の関係なんですけども、

よくよく見ると河床がどんどん上がってきて、どう

いうんですかね、洪水があるたんびに上流からの土

砂が堆積してきてる現状を見るにつけ、やはり河川

の堆積土砂のしゅんせつっていうんですかね、排出

っていうのは、水を流下させる上ではすごく効果を

発揮してるというふうに思うんですけども、市のほ

うで所管されてる河川のこういった堆積土砂の撤

去、排出についてはどのような方針を今持っておら

れるのかなというのをちょっと、方針だけで結構で

すので、教えていただけますか。 

○委員長（上田 倫久） 課長。 

○下水道課長（石津  隆） 下水道課のほうで管理

をしています雨水幹線、大きくは前川、八条ほかご

ざいますが、定期的に出水期前に点検をしており、

そのときに堆積、堆砂等の状況を確認できましたと

きには、全てを一遍にということはできませんけど

も、程度の悪いところから随時しゅんせつ工事を実

施しております。 

 また、地元のほうからの情報等も、我々の目で全

てがカバーできない部分につきましては、要望なり

状況を聞かせていただいたところについて対応を

順次しておるところでございます。以上です。 

○委員長（上田 倫久） 井垣参事。 

○建設課参事（井垣 敬司） 市の管理いたします普

通河川についてですけども、なかなかパトロール

等々が、どういいますか、満足にできないという現

状の中で、地元の皆さんに頼るような形になるんで

すが、要望をいただいたりですとか通報等々いただ

いたものについては、現地を確認することといたし

ております。その状況を見させていただいて、どう

いいますか、優先順位をつけるという言い方になっ

てしまうんですが、優先度の高いと思われるものか

ら順次、翌年以降ということになるんですが、しゅ

んせつの工事を実施しておるところです。 

 また、地元で頑張っていただく事業といたしまし

て、１立米当たり５，０００円という点があります、

事業費についてもたしか５０万円だったかと思い

ますが、こういった補助事業を活用していただいて、

地元の行政区等々が事業主体になっていただいて、

補助をさせていただくような事業をあわせて推進

しておるところです。以上です。 

○委員長（上田 倫久） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） ありがとうございます。なか

なか地元要望を受けて対応っていうのが多くなっ

てくると思います。市のほうで所管されてる河川に

ついては、流域全体の堤防の状況だとか、排水処理

の状況なんかを見ながらということになると思い

ますけれども、具体的には市としてこれぐらいの状

況になるとしゅんせつが必要だという、その基準と

いうのは特には持ち合わせてないということでよ

ろしいんでしょうか。 

○委員長（上田 倫久） 河本参事。 

○都市整備部参事（河本 行正） 一般的に、川と言

っとるんですけども、実は法律的には河川法の適用

を受けない河川、普通河川という呼び方をするんで

すけども、法定外の公共物という里道水路というこ

とでの取り扱いになります。基準というのは、一般

的には県さんの例えば砂防の基準とかで見まして、

３割以上埋塞しておれば維持管理としては何かの

手をつけなければならないかなというようなとこ

ろは持ってます。 

 ちょっと先ほど井垣参事のほうからもあったん

ですけども、基本的に普通河川ですんで、災害のと

きには埋塞ということでも国交補助対象になりま
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すので、実は補助対象になるのはそれしかないとい

うことで、災害が起きまして埋塞がある一定いきま

すと、採択を受けて土砂の搬出ができるというよう

な制度がございます。それは、積極的にそのところ

はとっていくようにしております。以上です。 

○委員長（上田 倫久） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） ありがとうございます。この

市の所管する河川の堆積土砂もそうなんですけど

も、最近よく目につくのが市街地なんかの農業用水

路なんですね。農業用水路がすごく、農業者の減少

によって、農業用排水路の土砂であるとか、あるい

は草が繁茂してなかなか排水が悪くなってきとる

ような状況も見受けられますので、この農業用排水

路、市街地内部の農業用排水路についてはどういっ

た取り組みを今後していくのか。農業者がどんどん

減ってきて、農作物をつくっておられる方だけの処

理、対応というのがちょっと今は困難になってるん

で、区のほうでも時々土砂を上げたりとかごみを拾

ったりとかはしてるんですけども、なかなか土砂の

排出まではちょっと至らないような状況でして、そ

のあたりの流域全体としての排水能力を上げるた

めには、今の雨水幹線もそうなんですけども、連担

に対する対策っていうのは必要になってくるとい

うふうに思うんですけど、農水課のほうのそのあた

りの方針っていうんですかね、対応についてはどの

ようにお考えなんでしょうか。 

○委員長（上田 倫久） どうぞ。 

○農林水産課参事（川端 啓介） 農林水産課として

の範囲についての答弁ということになるかもしれ

ませんけれども、今、青山議員から、市街地の農業

用水路のお話だったんですが、一般的に農業用水路

の管理については、地元の水路を管理される土地改

良区、農会、地元の方の協力を得て普段の管理はし

ていただいております。その辺の関係もあって、基

本は地元に日常の維持管理はお願いしてるんです

が、それを超える土砂埋塞とかが出た場合は、営農

にかかわることという前提はあるんですが、農林水

産課のほうで半額補助をするというような考え方

の事業もございます。 

 また、先ほど建設課のほうの答弁もありましたが、

災害の基準に乗っかるようなものについては、災害

で対応できるものは災害によって査定を得れば、そ

れで対応するということになっております。 

 それで、ご質問の市街地の水路等につきましては、

ご指摘の問題はあり、要望等もよくお聞きはしてる

んですけれども、前段申しました、営農にかかわる

ようなことで現地等を確認し、事業要件に合致して

いると判断できれば先ほどの市単補助、半額補助と

いうような事業の適用を紹介する場合もあるんで

すが、なかなかそれに該当しないというような場合

は、今後の課題的なことになるかもしれませんけど、

市の建設課、下水道課、そういう市街地の水路に何

らかの関係のある関連課で相談をしながら進める

というようなことになるのかなというふうに考え

ております。 

 農振水産課所管としましては、営農との推進にか

かわることに位置づけられれば補助をするような

ことで対応しているような現状でございます。以上

です。 

○委員長（上田 倫久） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 最後にしておきたいと思いま

すが、今、農会のほうも大分高齢化が進んだり、農

業を、先ほど言いましたけどもされる方が少なくな

ってきた状態を受けて、それもあって、地域の中で

農業用水路と言われる水路についてまで手を加え

て草をとったりとか、排水をよくしたりっていうこ

とがなかなかできてない現状にあるように感じて

おります。ですから、専門の目で、農水課の職員の

皆さんがそういった農業用水路の点検をしていた

だいて、この場所はやっぱりもうちょっと農水の処

理が必要だとか、あるいは地域の要望も受けて、そ

のあたりの点検をよくしていただいた上で、地域の

ほうにもここは手を入れる必要がありますよとか、

そういう指摘だとか、そういうこともしていただく

ことが必要ではないかなというふうに思ってます。

地元の方が、例えば集中豪雨なんかで水はけが悪い

なというふうに思っておられる方もある地区もあ

ると思うんですけども、やっぱり農業用水路ってい
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うのが今、特に市街地の中ではネックになってるよ

うに私、思って見ておりますので、地域のそういっ

た排水の状況も聞きながら、ぜひ当該地域の地区に

はそういった指導をお願いをしておきたいなと。 

 今の補助金に関することも含めてなんですけど

も、そういった方法もありますよとか、そういうこ

とをぜひ農会あるいは地区の区長さん通じて提案

をしていただくなりいうことで、そういう内水の対

策に向けての対応をぜひお願いをしておきたいと

いうふうに思います。 

 私からは以上です。 

○委員長（上田 倫久） ありがとうございました。 

 川端参事。 

○農林水産課参事（川端 啓介） 市街地の農業用水

路につきましては、農業用利用はもちろんあるとは

思うんですけれども、一般の生活雑排水なり雨水の、

農業以外の流入もたくさん見られる場合がござい

ます。当然地元の農家以外の協力も得てるとは思う

んですが、農林水産課の補助事業をご利用いただく

場合、反面地元負担が半分かかるというようなこと

もございます。当然ご要望に対して事業利用が可能

な場合はご紹介をしてご利用いただくようにお勧

めもしてるんですが、反面、半分地元負担がかかる

ということや、農業用水以外の流入が多い場合は別

の手法も考えていかないといけなくなりますので、

市全体として必要に応じて検討していくというこ

とになろうかと思います。地元からの声については

真摯に聞いて、検討は進めてまいりたいと思います。

以上です。 

○委員長（上田 倫久） よろしいか。 

○委員（青山 憲司） はい、いいです。 

○委員長（上田 倫久） 芦田委員。 

○委員（芦田 竹彦） １点ちょっと教えてください。 

 行政無線が、順次１０月１日からですかね、取り

かえという形で、各地区されてるとは思うんですけ

ども、住民の方にお聞きしたら、行政無線を配布す

るのに、地域ごとにずっと進んでおられるとは思う

んだけど、不在者のところの対応が、隣の家は終わ

ったけども、うちはもうメモも何も入ってへんかっ

たという声を聞いたことがあって、不在の宅の対応、

取りかえ、例えば不在のときには、いらっしゃらな

かったので都合のいい日をお聞かせくださいとい

うようなメモを投入されているのか、それともずっ

と回っておられて、各地区ごとにいつからいつまで

ぐらいはやりますよということで回っておられる

とは思うんだけども、その不在対応だけちょっとお

聞かせください。まだまだ、１０月に入ってからそ

んなに進んでないのかもわからへんけど。 

○委員長（上田 倫久） 原田課長。 

○防災課長（原田 泰三） 言われたように、不在の

場合は不在票を入れさせていただいて、いつがよろ

しいでしょうか、連絡、調整させてくださいみたい

なことの連絡票が入っていて、１回は行くんですけ

ど、その後は、もしおられなければそのご家庭の方

と業者さんとの連絡のやりとりで次回の日にちを

決めていただくいうようなことが一つあります。そ

れでもなかなか調整できない場合は、直接最寄りの

振興局とか本庁のほうに来ていただいて、そこで窓

口で交換させていただくことも可能としておりま

すので、その２パターンがあるというような感じで

ございます。 

○委員長（上田 倫久） 芦田委員。 

○委員（芦田 竹彦） わかりました。スタートして

からまだ１カ月半ぐらいしかたってませんけども、

今、在宅の方って少ないと思うので、お年寄りの方

もありましょうし、いろんなケースのお住まいの方

がありますので、それに応じたきめ細かな取りかえ

作業といいますかね、ということと、それから、順

調に作業されてる方、各どれぐらいな方が携わって

るかはちょっとわからへんねんけども、そういった

ことを、声を吸い上げて、ぜひとも来年の１２月ま

でですか、１年２カ月ぐらいで完了ということです

ので、事故なくトラブルもなく交換いただきますよ

うに、これをお願いしておきたいと思います。以上

です。 

○委員長（上田 倫久） ほかにありませんか。 

 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） まず、防災行政無線からお尋
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ねをいたします。 

 現状としまして事業所がどれぐらい利用されて

いるのかということがお聞きしたいのと、まず、今

のアナログからデジタルに移行されるということ

で、値段的なこともお聞きしたい。高くなるのか現

状維持なのかということと、やっぱり昼間っていう

のは家にいてないわけですよね、大概。昼間の災害

なんかがあれば、事業所で働いてるのが現状だと思

うんです。そういった中で、事業所への働きかけは

どうされているのか、どういった考え方でおられる

のか、そのあたりをお聞かせください。 

○委員長（上田 倫久） 原田課長。 

○防災課長（原田 泰三） まず、事業所の設置なん

ですけども、最新の状況というものはちょっと持ち

合わせておりません。そういった中で、事業所につ

きましては、先日の市の広報などでも、既に有償で

設置されている事業所さんにおかれましては、お手

数なんですが、窓口のほうに受信機を持ってきてい

ただいて交換させてくださいというようなことで

お願いをさせていただいております。 

 値段のほうなんですけども、有償で設置する場合、

以前は３万数千円だったんですけども、今は２万円

と消費税ということで設置をさせていただいてお

ります。当然もし入りが悪いというようなことであ

ればアンテナも無償で設置をさせていただくとい

うことになりますが、基本的に事業所に対しては、

今も有償だというようなことがございます。 

 それから、昼間などにおられないというような場

合っていうのもあると思うんですけども、確かにそ

ういった方々、仕事をされていて事業所におられる

っていうことですので、そういった事業所なんかに

も、今後も引き続き設置をしていただきたい。特に、

例えば消防団員さんなんかが事業所で勤めてらっ

しゃって、メールという手でも火災情報や避難情報

は得られるんですけども、そういった事業所で働い

ておられる方々の安全を確保するためにも、そうい

ったところへぜひ、少し安くなりましたので、そう

いった面も含めて設置の啓発は今後とも引き続き

していきたいなというふうには考えております。以

上です。 

○委員長（上田 倫久） 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） 今、デジタル販売が２万円安

くなったというお話でしたですね。（「２万円です」

と呼ぶ者あり）２万円にね、３万円から２万円にな

ったということと、やっぱり事業所に働きかけるの

も、何ていいますか、そういった補助的なことはま

だ一切考えられてないよという方針でいいのか、再

度確認だけさせてください。 

○委員長（上田 倫久） 原田課長。 

○防災課長（原田 泰三） 一般的な事業所につきま

しては、済みませんですけどそういった有償で、２

万円プラス消費税といったようなことで購入をい

ただくということになりますけども、事業所の中に

は例えば福祉避難所に指定されている特養とか老

健とかそういった関係の、いざとなったらいろいろ

とお世話にならないといけない、お願いをしないと

いけないような施設につきましては、無償で設置を

させていただいているということもございます。で

すけども、そういったところ以外につきましては、

申しわけないですけど、社員さんの安全を守るとい

うのは事業主様のやはり責務の一つではないかと

いうふうな考え方からも、有償にさせていただいて

おるというのが現状でございます。 

○委員長（上田 倫久） 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） 事業所もそれは安全を守らな

あきませんけども、行政として担当してる立場とし

て一刻も早く市民に知らせるという責任もありま

すので、その辺の応分の負担を考えていただきたい

というふうに思います。 

 続きまして、円山川水系河川整備促進についてお

尋ねをいたします。 

 ここに今、ただいま説明をいただいたのは国交省

関係だけでした。この円山川水系にかかわる県の水

路というのが、出石にしろ六方川にしろ満足のいく

整備がされてないと私自身は思っております。そう

いった中で、なぜこれ、国交省だけの対応がここに

載っているのか、円山川水系全体して、豊岡市全体

として県河川はどういう対応をとりたいのかとか、
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どうすべきだとかいうことが全く書かれてない。こ

れはなぜなんでしょう。 

○委員長（上田 倫久） 河本参事。 

○都市整備部参事（河本 行正） まずは、河川のこ

の流域の根本である円山川ということだと思いま

す。平成１６年災害で大変な被害を受けた後、その

後、激特という事業でもって災害に対応した川づく

りということで進められてきました。その流れを受

けまして、平成２５年に名称のほうが、円山川の河

川整備のこの名称に変わりまして事業をお立てに

なりましたので、円山川水系の河川整備事業の推進

ということで、まずは根本の一番基幹的な川であり

ます円山川の事業推進していこうということで、推

進室というのを設置しております。そういう経緯で、

まずは本線ということでございます。 

○委員長（上田 倫久） 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） まず本線ということは、それ

はそれでよろしいかと思いますが、水系と書いてあ

りますのでね。やっぱり円山川はいろんな河川から

入ってくるんであって、そりゃ国交省は国交省でい

いんですよ。なら、県は県で、県の河川はどういう

対応するんだとか、現状こういう課題があるんだと

いうことははっきり押さえてこういった防災会議

といいましょうか、この委員会に、河川ごとに国、

県、市といった形で問題があれば提起をして説明を

されるべきだというふうに思います。その点どうい

うふうに考えておられるのか、再度答弁お願いしま

す。 

○委員長（上田 倫久） 河本参事。 

○都市整備部参事（河本 行正） 県のほう、また大

きな動き等があればお知らせはしていこうという

ふうに思います。近年でいいますと、やっぱり六方

川の排水機場の整備というのが一番大きかったん

ですけども、都度、機会あるごとにアンテナを高く

して情報をキャッチしてお知らせするということ

には努めたいと思います。 

○委員長（上田 倫久） 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） 六方川見てもらったらわかる

ように、堆積土砂、それよりも何よりも河川を阻害

するであろう大木がたくさん、草木じゃない、もう

立派な大木になっとりますわ。そういった状況が放

置されていると、そういった大きな課題を抱えてい

る中で、何ら報告もない、そして対応もされている

のか、お願いをしているんだとは思うけれども、そ

ういった動きが全くこの報告にも上がってこない

いうのはちょっと問題かなというふうに思ってお

ります。ちょっと意見だけ言わせていただきました。 

○委員長（上田 倫久） ほかに。奥村委員。 

○委員（奥村 忠俊） 二、三、お聞きしたいと思い

ます。 

 先ほどのことしの台風の、京都の辺はあんまり大

きな被害なかったんですけども、１５号、それから

１９号は本当に大きな台風で、よそではあったけれ

ども、他人事に思えないというように厳しいことだ

と思いました。国のほうの動きもそれなりに、この

大きな災害に対する対応をされておられますけど

も、年々やっぱり大きな災害が入ってるように思う

んですけどね。それを受けるほうとしては行政大変

だとは思うんですけども、特に千葉であるとか、そ

れから１９号の、どういうんですかね、北陸から上

にずっと入ってった被害というのは、これまでなか

なかなかったような大きな被害だったと思うんで

す。それはたまたま今回、ことしはこの、どういう

んですか、近畿地方などは通らなかったのでよかっ

たんですけども、あれが来ておれば同じことが起こ

っているということが考えられますんでね。 

 そういうことの場を見るときに、国のほうからい

わゆる地球の温暖化等も影響してるってことも言

われてますので、それぞれの自治体、あるいは県に

対して、事前にやっぱり対応するというような、そ

ういう新たな政策というようなものが国のほうと

しては出しておられるのかどうか、あるいは考えて

いるということであるのかどうか。事故が発生すれ

ばそれなら対応するという形では、私はもう遅いよ

うに思いますので、今の状況を見ると、いつどこに

来るかわからないということを考えると、そういう

ものはやっぱり全国を対象にした対策が必要じゃ

ないかと思うんですけども、そういった点での動き
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を進めていきたいと思うんです。 

 それから、先ほど伊藤委員から防災無線の話が出

ましたんですけども、これは個人の家庭には１台ず

つ配布していただきまして大変役に立っているわ

けですが、事業所というところに対して、どういう

んですか、設置をするのはお金が必要になってくる

ということがあって、つけておられるところもあれ

ばそうでないところもあるというふうに思うんで

す。 

 そこで、有料と、だから無償ということを分ける

基準っちゅうのは、ちょっと先ほど聞いたんですけ

どいまいちわからない。事業所に対しては、それは

有料にするというのは、その理由がちょっと私、わ

かりにくかったんでね。同じように地域の人たちが

そこに勤めておられる。そのため、家におられれば

わかりますけども、事業所に勤めておられて行く場

合、じゃあ、どうするんかというね。そういったこ

とは、そういう防災無線での放送がなければ、もし

そういう機械がなければ、帰ってみて家のほうが大

変だったということも中にはあり得るんではない

かと思うんです。ですから、事業所にもそういうも

のが設置が必要だということを義務づけるという

ことがちょっと必要だと思うんですけども。その際、

事業所だから有料にするというような根拠は、先ほ

どのお話では私は薄いように思うんで、それはない

ところはないところだから仕方がないとかね、でき

たものは自分たちでと、こういう発想じゃなくて、

どこで仕事しておられても、どこにいてもそういっ

た情報を知ることができるというね。こういうふう

な発想や考え方というのが大事ではないかなと思

うんですけども、その点はいかがでしょうか。 

○委員長（上田 倫久） 宮田防災監。 

○防災監（宮田  索） まず、台風１９号等を受け

ての国の動きというところなんですけれども、平成

３０年度の７月豪雨、これを受けて国のほうが中央

防災会議の下にワーキングというのをつくって、ご

存じだと思うんですけれども、警戒のレベルを１か

ら５までに単純化をした。それから、避難等の考え

方については、今までは行政主導であったものが、

国民主体というふうに考え方を変えたというワー

キングを昨年されたんですけれども、ことしもこの

台風１９号、１５号、それから２１号、この３つの

台風を受けまして、これからなんですけれども、同

じように避難に関するワーキングを再度発足をさ

せて、今年度中、来年の３月ぐらいまでにまた報告

書をつくりたいというふうな形での報告は受けて

おります。これはあくまでも避難というふうなこと

のワーキングということで、ちょっとハード整備に

ついては、特に防災のほうでは情報のほうは伺って

ないというふうなことでございます。 

 それから、次の防災行政無線の戸別受信機の関係

なんですけれども、現在、アナログからデジタルに

移行するということで、戸別受信機についても、基

本的にはアナログを持っておられるものをデジタ

ルに交換をするという考え方で進めております。ア

ナログのときも、各事業所さんについては有償で買

っていただいたというところがございますので、デ

ジタルになったからといって無償でというふうな

考え方は今のところしておりません。 

 ただ、どこにいても防災行政無線で情報とれると

いうところは必要だというふうに思っております

けれども、既に買っておられる、お金を出してアナ

ログを買っておられる事業所さんもたくさんござ

います。基本的な考え方は先ほど申し上げましたと

おり、アナログのものをデジタルのものに無償で交

換をさせていただくという方向で進んでおります。

今のところ、事業所さんに対して無償で配布をする

ということは考えておりません。 

 ただ、市のほうと協定を結んで福祉避難所に指定

をさせていただいておるところとか、公共的な性格

を持っているところについては、無償でこれまで同

様に配備のほうをしたいというふうに考えており

ます。以上です。 

○委員長（上田 倫久） 奥村委員。 

○委員（奥村 忠俊） 後のほうですけどね。今の防

災無線のほうですけども、情報を知るという点では

非常に役に立つわけですわね、これは。しかし、そ

れがあればそれがわかるけれども、ない場所ってい
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うのがたくさんあると、あれ、義務づけしておられ

るんでしょうかね。義務で事業所としては受信機つ

けなさいということになっているんかどうかちょ

っと私、わからんのですけども、そういったところ

に、ないところで情報がつかめないということがあ

ったら、それはもうその事業所の責任だということ

でいいのだろうかというふうに思うんですよ。もし

有償なら有償で、これは必ず必要だということで義

務づけるということが一方であれば、いろいろまた

話も考えられるんでしょうけども、そうしないと、

有償であんたとこが買う買わないは自由やから放

っとこうということでは、十分知らせるということ

にならないんではないか。ですから、今の防災監の

答弁では、この前と一緒ということですから、それ

ではやっぱりよくないんではないかなと思うんで

すね。 

 安くなったという話も先ほどされてましたけど

も、それならなおさらのこと、どうしてもそれが必

要なら、無償じゃなくて有償であっても、あるいは

補助を出すとしても、設置の義務がやっぱり必要じ

ゃないかと思うんですけどね。そこのとこの考え方

を一つ説明いただきたいと思います。 

○委員長（上田 倫久） 宮田防災監。 

○防災監（宮田  索） 防災行政無線の戸別受信機

については、設置のほうは義務ということではござ

いません。あくまでも任意ということでございます。

情報を防災に限らずとるための設備として、例えば

テレビがございます、例えばラジオがございます。

こちらについてはどの国民といいますか、市民の方

もいろんな形での情報は必要だと思うんですけれ

ども、それはあくまでも有償で買っていただいてい

るということがございますので、情報が必要という

ことは理解ができるんですけれども、全て無料とい

うふうな形で配布をするというふうなことは考え

ておりません。 

○委員長（上田 倫久） 奥村委員。 

○委員（奥村 忠俊） ラジオやテレビ、なるほど見

てますよね。それは家におってですな、晩にでも、

あるいは昼間でも見ることのできる人はよろしい

けども、そうではない、仕事に行ってる、働いとん

さる場所で、じゃあ、それどうするんかと、テレビ、

ラジオあるからつけとけやっていうね。こういうふ

うに今聞こえましたんですけども、それでええんだ

ろうかと私、思うんです。万が一のことがあった場

合があっても、そこで浸水をしてしまって工場なら

工場が災害被害を受けるというようなことがあっ

ても、それはやむを得ないと。えらい飛躍した言い

方して申しわけないけども、そういうふうにとれる

ように思うんですけどね。どうなんでしょうか。 

○委員長（上田 倫久） 宮田防災監。 

○防災監（宮田  索） 今、テレビ、ラジオの例を

申し上げましたのは、テレビ、ラジオがあるから防

災行政無線が要らないという意味で申し上げたの

ではなくて、テレビ、ラジオ等についても、当然有

償で買われてテレビを見られる、あるいはラジオを

聞かれるということですので、防災行政無線を無料

というふうな形というのは特に考えてない。テレビ、

ラジオも有償で買われているという、情報機器につ

いて申し上げたということで、テレビを見たらいい、

ラジオを見たらいいという意味で申し上げたわけ

ではないということをご理解をいただきたいと思

います。 

○委員長（上田 倫久） 奥村委員。 

○委員（奥村 忠俊） 僕はそんなつもりで言っとら

しませんで。仕事をされてるときに、普通テレビを

つけて仕事をするっていうことは我々はないわけ

ですよ、集中してこっち見るわけで、テレビを。そ

ういうことっていうのは往々にして事業所とかあ

るわけですから、それは個人でも、テレビはそりゃ

自分が買うんですからね、同じことですわ。ただ、

防災無線はそういったことを一方的に知らせてく

れるので、わかるということに大きな特徴があると

思うんでね。ですから、それが必要じゃないかとい

うふうに僕は思ってる。ですから、それはあくまで

事業所で判断したらいいということであれば、じゃ

あ、なかってもよろしいというふうに聞こえるんで

すよ。じゃあ、果たしてそれでいいんだろうかと。

いや、それは買わないほうが悪いんだから仕方がな
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いということにはならないように思うんです。それ

なら、事業所に一軒ずつ義務で必ずつけてほしいと

いうことを知らせることが一方では必要ではない

かと、こう思います。その分等について、見解聞か

せてほしいと思うんですけど。 

 先ほどの、もう一つ、大きな台風がことし来てま

してね。災害の程度は、これまでもひどかったけど

も、一層ひどくなってるというのが今のところの台

風等の災害だと思うんですよ。ですから、もう常に

備えていかなきゃならないし、個人がすることと国

や県、あるいは地方自治体がすることというのがあ

ると思うんでね。 

 その辺で、特に起こってる最近の台風を受けて、

考え方だとか、あるいは体制、事前にこういうこと

をしなきゃならないというような点で地方がする

べきことを国、あるいは県等が指示をしてきて、そ

れに沿ってやってる。そのためには国も県も汗をか

こうじゃないかというようなこともあってですね。

指導があったり、そういう方向になってるというこ

とであるのかどうかいうことが知りたいわけであ

りまして、その点もう一度聞きたいと。 

○委員長（上田 倫久） 防災監。 

○防災監（宮田  索） 今回の台風を受けて、国と

か県についても、また先ほどワーキングを開くとい

うふうな形で検討されてる段階で、直接指導がおり

てきているというようなことはございません。ただ、

先ほども申し上げたんですけれども、平成３０年の

７月豪雨の後にワーキングをつくられて、避難情報

を５段階に単純化をする、例えば避難勧告、避難指

示を出す場合にも、防災行政無線で出す場合には警

戒レベル４、避難勧告、避難指示を発令しましたと

いう形で、頭にレベルをつけて放送しなさい、市民

にお知らせしなさいというような指導というのは

平成３０年の７月豪雨を受けて出てきております

ので、今、ことし検討されようとするワーキングで

も、何らかのそういった方針というか、方向性のほ

うは今後示されていくものというふうに考えてお

ります。 

○委員長（上田 倫久） ほかにありませんか。 

 どうぞ、井上委員。 

○委員（井上 正治） 数点お伺いしたいと思います

けども、まず、防災行政無線の関係ですけども、こ

れまで各家庭といいますか、戸数といいますか、戸

数の設置ならば世帯の設置なのか、その辺の仕分け

をちょっとお伺いしたいのと、それから、例えばこ

れまで２台設置されたところには２台とも設置さ

れるのかということを含めて、まず１点目をお聞き

したいと思います。以上です。 

○委員長（上田 倫久） 原田課長。 

○防災課長（原田 泰三） まず、世帯という考え方

というのが一つありますし、あと、今、後段に言わ

れました、今まで２台つけている、例えば１台目は

無償で設置しているんだけれども、もう１台欲しい

という方で有償で設置されておられるとか、玄関と

か分かれて完全生計も別なんですよっていうよう

なご家庭につきましてはもうそのまま、先ほど防災

監の答弁がありましたように、つけている受信機を

そのまま無償でまた交換するというふうな作業を

しておりますので、そのあたりは対応はできている

かと思います。 

○委員長（上田 倫久） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 一番最初の質問の中の、世帯

で対応されてるのか、戸数で対応されてるのか、そ

の基準というのはどこにあるんでしょうか。 

○委員長（上田 倫久） 原田課長。 

○防災課長（原田 泰三） 先ほど少し触れたんです

けれども、例えば自宅が廊下でつながっているみた

いなご家庭というのは、１台しかだめですよと言っ

てますけれども、同じご家族の中でも、完全に建物

も分かれているとか、別で生計を営まれているよう

な場合は、それぞれで申請をいただいて、そこに無

償で設置するというようなことですので、よくよく

いろいろご事情を聞いて、窓口やお電話でやりとり

をして、その上で判断させてもらっているというよ

うなことでございます。 

○委員長（上田 倫久） 井上委員。 

○委員（井上 正治） それでしたら、棟が分かれて

れば、基本的にこれまで１台であったけども、その
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情報を知ることによって例えば１台であったけど

２台いただけるというのは可能なんですね。 

○委員長（上田 倫久） 原田課長。 

○防災課長（原田 泰三） 実際には、窓口に来られ

たときに、例えば台所とかお風呂とか、そういった

ことも別々だというようなことまで聞いて対応し

ているときもあります。そういうような形で対応し

ているというようなことでございますので、もしそ

ういったご家庭が、今までつけてないんだけれども

実はそういう生計になっているんだ、実態もそうな

んだということであれば、窓口にお越しいただきま

したら、その旨ちょっとコミュニケーションとらせ

ていただいて、もう１台設置するというようなこと

の運びになろうかと思います。 

○委員長（上田 倫久） 井上委員。 

○委員（井上 正治） そしたら、そういう状況に応

じては、各振興局であったり本庁であったりという

ようなことでご相談をしていただけるということ

で理解してよろしいですね。わかりました。 

 それから、除雪関係、１件お尋ねしたいと思いま

す。 

 それぞれいろんな道路をつくっていただいて、除

雪の緊急整備事業補助金というようなものを創設

していただいて、また復活もしていただいて、それ

ぞれの地区としては非常に助かってるんではない

かなという思いはするんですけども、実は、除雪機

だとか、例えばホイルローダーだとかいうものを各

区で保有すると、非常に維持管理費が膨らんでくる

というのが現状でございます。 

 そういうことの中で、それを使うオペレーターで

あったり、例えば大型歩行器の除雪機であれば、そ

れを稼働させるための人件費であったり、燃料代で

あったりというものが非常にかさんでおります。こ

れはやはり中山間に住んでる、豪雪地帯といいます

か、山間部は非常に出動回数が多いというふうなこ

とが発生しておるのが現状です。 

 そういうことの中において、でき得れば幾らかの

支援制度の創設をお願いできないだろうかという

思いを持っております。それは１回実態を調査をし

ていただいて、どの程度本当にかかってるのか、適

切に機械を管理するにはこの程度かかりますよ、例

えばホイルローダーであれば車検が発生したり、そ

れから大型機械であればやっぱり数年でフルメン

テをしたりというような形で、数万円で済む問題で

はない部分というのが発生してまいりますので、そ

ういう部分を踏まえて実態を一度調査していただ

いて、本当に区内の生活道路、言ってみれば市道で

すね。市道を除雪をしているという状況の中におい

て、一度しっかりと現状を知っていただいて、支援

策の対応というのができないだろうかというふう

な考えを私は持っておるんですけど、その辺の思い

はいかがでしょうか。 

○委員長（上田 倫久） 河本参事。 

○都市整備部参事（河本 行正） 今、前々からいろ

いろとお聞かせは願っておるんですけども、現状と

今いたしましては、予算の総額の中でどうしても厳

しい状況もありまして、限定的に３カ年だけ機械の

購入に対しての補助ということでやってまいりま

した。委員さんおっしゃるとおり、そこに対する経

費というのは発生するのも当然わかってますし、何

とか解決策というふうにも思いますんで、研究課題

としてちょっと取り扱わさせていただきたいなと

いうふうに思います。 

 ただ、近隣と、それから近隣市町や何かも聞いて

はいきたいとは思いますし、そういったことも聞き

ますけども、市道の限定ということで、いろいろと

我々も見てそれが全部市道に使われてますかねと

か、なかなか把握も難しいようなこともあったりも

してちゅうちょするところではあるんですけど、ち

ょっと今後、研究課題として、言われてるようなこ

とが対応が可能かどうか、進めていきたいとは思い

ます。 

○委員長（上田 倫久） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 研究していただくことは必要

だと思いますし、やはりこの補助金制度ですね。除

雪機の緊急整備補助金制度が恐らく２年でもう切

れてくるのではないかと思うので、言ってみれば、

それを今度は市域のために活用するという方法と
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いうのもあり得ると思いますので、しっかりと１回

議論はしていただいて、どれだけやっぱり実態は１

回調べていただくべきかなと思っております。 

 ほんで、市道の距離というのはわかっております

んで、大体負担どの程度ある、経費がかかるという

のも、実際は見ていただいたら理解していただける

と思いますので、その辺をしっかりと研究していた

だいて、これから高齢化も進んでくる、高齢者の

方々、機械を使えないということになると、外部か

らのオペレーターもお願いしなきゃいけないとい

うようなことも発生してくるわけですね。即座に地

域がそういう部分での経費が発生してきて、大変な

支出の状況になるというようなこともありますの

で、しっかりと検討していただけたらと思いますの

で、これは返答はよろしいです。お願いしておきま

す。いいですか、参事。 

○委員長（上田 倫久） よろしいか。 

○委員（井上 正治） それから、これも思いなんで

すけども、今、除雪の路肩にポールが立ててありま

すね、道路口に、市道のポールが。あれが非常に倒

れたり曲がってたりする、非常に使えない、もう完

全に壊れてるようなのが結構見受けられるんです

けども、その辺の修繕というのは今後冬までにされ

るのかどうか、どうでしょう。 

○委員長（上田 倫久） 河本参事。 

○都市整備部参事（河本 行正） 基本的にはスノー

ポールということで、冬季の除雪前に縮んでいった

ものを長く伸ばしていくというような作業やポー

ルの設置は、１２月の除雪シーズンまでに行ってい

きます。その辺も点検をしながら、壊れたものは修

繕ということでやっていっております。 

○委員長（上田 倫久） 井上委員。 

○委員（井上 正治） よろしくお願いしたいと思い

ます。やはりそれがあることによって人工物が破損

しないということにもなりますので、お願いしてお

きたいと思います。 

 もう一件、それから土砂災害関係ですけども、こ

こに、今後どうなるか、私も久しぶりで防災対策わ

からないんですけども、所管の調査重点事項があり

ますね。ここにある、今、皆さんも恐らく、委員の

方は持っておられると思うんですけども、この関係

における、例えば項目がここに、重点調査事項が９

項目あるわけですけども、これに対する言ってみれ

ば施策というのがあると思うんですけども、この事

務概要では全く示されてない部分というのがある

んですけど、私はある程度こういうものについてこ

のように進めてますよというふうな、こういう資料

としての私は添付が必要ではないかなというふう

に思うんですけども、この辺はどなたにお聞きした

らいいのかあれですけど。例えば本庁・振興局の防

災体制とか、内水処理問題とかいうようなことが、

例えばＢＣＰだとか、全く触れられてないというこ

とで、これが言ってみれば、ほかの例えば総務委員

会だとか建設経済だとか引っ張ってくる分もある

と思うんですけども、防災対策としての調査特別委

員会としては、やはりそういう部分も載せていただ

いたほうがいろんな意味で情報共有が図られると

思いますけども、その辺はいかが当局としてはお考

えなんでしょうか。 

○副委員長（木谷 敏勝） それはこっちの考え方だ。 

○委員長（上田 倫久） いいですか。 

○副委員長（木谷 敏勝） だから、こっち、答えれ

ねえよ。 

○委員（井上 正治） いや、ひとつとして。 

○副委員長（木谷 敏勝） それをこっちに預けます

っていう。 

○委員（井上 正治） それはわかりました、委員長

のほうにお願いしたいと思います。了解しました。

お願いしたいと思います。 

○委員長（上田 倫久） ほかにありませんか。 

 芦田委員。 

○委員（芦田 竹彦） 質問ではないんですけども、

これお願いとして聞いていただきたいんですが、き

のうも防災学習会、私も参加をして大学の先生のお

話を聞かせていただいたんですが、特に住民に対し

ては、自分は当事者、客体ではなくて主体であるべ

きだというふうな話がありました。私はそれを否定

するもんではないんですが、市長にもよく言うんで
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すけれども、それならば、行政としてこれだけハー

ド対策あるいはソフト対策をやっているんで、やっ

ぱり住民の皆さんは本人、自分を主体として防災に

対しての関心を持つということも意識を持っても

らいたいというふうに私は言うべきだというふう

に思うんです。国の施策であったり、県の対応って

いうのがよく言われるんですけど、河川のハード整

備だとか。ところが、市のほうでやってるハード対

策だとか、先ほどの防災無線の有償化にしてもそう

なんですが、市のほうでこれぐらいやってるんで、

市民の皆さん、自分を主体的に考えて避難をしてく

ださいとか、防災意識をもう少し上げてくださいと

か、コミュニティに対してもそうなんですけども、

そういうことがなかなかちょっと見えてこない。だ

から、住民に対して、あなたが当事者ですよってい

うことを言われるんであれば、もっと行政としてこ

ういうことをやってますから、こういうことを考え

てます、だから、住民の皆さんも一緒になってやっ

てください、そういった姿勢がちょっとまだ市の場

合、見えてこないんですよね。私もいろいろと防災

に関しては関心を持って見させてもらってますけ

ども、そこのところの情報発信が余りないように私

は感じます。 

 ですから、実際にやっておられることも多くある

んで、そういうことを地域の皆さんにもう少し情報

発信をしていただくなりしていただいたほうが、市

民の理解を得られやすいんではないかなと私は思

います。その点をちょっとお願いをしておきたい。 

○委員長（上田 倫久） ほかにはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 倫久） ないようですので、以上で

委員会所管事項の事務概要については終わります。 

 それでは、当局職員の方は退席していただいて結

構です。ご苦労さまでした。 

 休憩を１０分、５５分。 

午前１０時４５分休憩 

──────────────────── 

午前１０時５２分再開 

○委員長（上田 倫久） ちょっと早いですけど、な

ら、もう始めましょうか。２０分までには終わりた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 では、委員会の運営についてですけれども、次に、

委員会の運営についてを協議します。 

 本委員会の調査範囲は相当広く、委員会としては

調査内容を絞り、より効果的、効率的な成果を上げ

るため、重点調査事項を決めて、それに沿って進め

ていきたいと考えています。 

 参考までに、別紙１として当委員会の設置要綱を、

また、別紙２として本年１０月までの重点調査事項

を配付しておりますが、改めて今期の委員会重点事

項について協議をお願いいたします。 

 事務局の説明を求めます。 

○事務局主査（伊藤八千代） 失礼します。 

 別紙２、参考という１枚物をごらんください。先

ほど井上委員のほうからも少しお話がありました

が、本年１０月までの重点調査項目９点を上げてお

ります。まず、１点目です。本庁・振興局の防災体

制について、２点目、内水処理対策について、３点

目、庁内事業計画継続計画について、４点目、河川・

土砂災害対策、５点目、地震・津波対策について、

６点目、高潮対策について、７点目、原子力事故災

害対策について、８点目、雪害対策について、そし

て９点目、自主防災組織について、以上９点でござ

います。２０１９年度の後期重点項目について、前

期項目を引き継いで取り組んでいただくか、また、

新しい項目を新たに加えていただくかなど、本日、

ご協議いただきたいと思います。 

 参考までに、別紙、前期防災対策調査特別委員会

の活動実績を集約しておりますので、ごらんいただ

きたいと思います。 

 簡単ですが、以上よろしくお願いいたします。 

○委員長（上田 倫久） この件について、ご意見等

はありますか。 

 この別紙になりますけども、１、本庁・振興局の

防災体制について、２番目が内水処理対策について、

３番目、庁内事業継続計画（ＢＣＰ）について、４、

河川・土砂災害対策（円山川緊急治水対策、危険度

判定システム等）、５番目、地震・津波対策につい
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て、６、高潮対策について、７、原子力事故災害対

策について、８．雪害対策について、９、自主防災

組織についてでございます。 

○副委員長（木谷 敏勝） これ、副委員長から言う

のもなんですが、ああ、どうぞ。 

○委員長（上田 倫久） 私が言っていいですか。 

○副委員長（木谷 敏勝） はい。 

○委員長（上田 倫久） 要は、５番、６番をね、地

震・津波対策、高潮対策って、地震に関することの

津波、高潮も。別に単独で高潮対策だけを特化して

検討するということなんですが、ちょっとよくわか

らないと。 

○副委員長（木谷 敏勝） そういうことだろう。地

震は津波だし、高潮はまた別問題だし。 

○委員長（上田 倫久） 別問題でしょうね。一緒に

くくっても何か、別ものやんか。 

○委員（伊藤  仁） 全項網羅されてますけど。 

○委員（芦田 竹彦） まあ、これでスタートされて

ますからね。 

○委員（奥村 忠俊） これ全部するのはなかなか大

変だな。 

○副委員長（木谷 敏勝） でも、調査事項として上

げてる。項目が上がっとるいうだけだけん。全部い

うわけじゃないけん。 

○委員（伊藤  仁） そこはお任せします。 

○委員長（上田 倫久） 任せますというのが出てま

すけど、３、私が言ったらいいんかな、どうかわか

らないけど。 

○副委員長（木谷 敏勝） 僕が言おうか。 

 ３番目のＢＣＰについてここ、議運出とんなる人

もだけども、取り下げいうことに去年なったんだな

あ。 

○委員（上田 倫久） そうですね。 

○副委員長（木谷 敏勝） だから。 

○委員（伊藤  仁） 議会の。 

○副委員長（木谷 敏勝） 議会の。 

○委員（青山 憲司） 議会のＢＣＰは、議会のＢＣ

Ｐはまだ。 

○副委員長（木谷 敏勝） 議運でこうして。 

○委員（伊藤  仁） 継続なん。 

○委員（井上 正治） 継続ですよ。 

○副委員長（木谷 敏勝） 防災になんてまだ上げて、

もう取り下げるいうことになっちゃった。 

○委員（井上 正治） これはね、継続だと思います

よ、議会のほうは。議会のほうは継続だと思います。 

○副委員長（木谷 敏勝） ほんなら、いいにしとこ

うか。あのとき、西田さんが取り下げますいうて言

いなったんで、それでそう思ったんだけどな。 

○委員（井上 正治） いや、継続。 

○委員（青山 憲司） 一旦もう、その今の議会改革

のあれからは外しますということだったと思うん

です。 

○委員（伊藤  仁） 議会改革に返したんじゃなか

ったっけ。 

○委員（青山 憲司） いや、これは庁舎、庁内です。 

○副委員長（木谷 敏勝） ほんならちょっと、そう

いうことなら、別にほんならこのままどおりで行き

ましょうか。 

○委員（上田 倫久） 庁内で。 

○委員長（上田 倫久） 防災、なら、今出とる、そ

のまま、庁内事業継続計画（ＢＣＰ）についてはこ

のまま置いとくと。 

○委員（井上 ） よろしい。 

○委員長（上田 倫久） 防災対策のほうに。 

○副委員長（木谷 敏勝） まあ、ええですわ、余計

なことは。 

○委員（青山 憲司） よろしい。 

○委員長（上田 倫久） 心の中では。 

○委員（青山 憲司） いや、これね、１番の本庁・

振興局の防災体制の中にＢＣＰ入るんですよ。だか

ら、本庁・振興局の防災体制並びに庁内事業継続計

画（ＢＣＰ）についてで一緒なんですよ。 

○委員（井上 正治） それはそうですね。 

○委員（青山 憲司） １番と３番は。 

○副委員長（木谷 敏勝） そうなの、へええ。 

○委員（上田 倫久） １番、３番。 

○委員（青山 憲司） これはここに含めたらいいと

思う。 
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○副委員長（木谷 敏勝） なら、委員長においてま

とめさせてもらって。 

○委員長（上田 倫久） １番消そうか。 

○副委員長（木谷 敏勝） いや、だから。預からし

てもらって。 

○委員（青山 憲司） それとね、もう一点ちょっと

私、意見なんですけど、きのうの防災学習の話の結

論もそうなんですけど、防災教育、子供たちに学校

での防災教育もされてるんですけど、今のメモリア

ル、例えば１月だとか５月だとか１０月だとかにメ

モリアル教育で防災教育をされてるんですね。やっ

ぱり子供たちを中心にした防災学習っていう機会

も含めて言うんであれば、以前、この委員会に所属

してた人間が言ったんですけども、もうそれは無視

されちゃったんですけど、教育委員会にも防災リー

ダーであるアースかな、何かっていうグループがあ

って、そういった、学校にも先生方が防災に関する

リーダーを設置しておられるんで、防災教育につい

てということもやっぱり項目として入れるべきで

はないかなというふうに私は思います。これ、皆さ

んの意見を聞いていただいて、入れるかどうかは。 

○副委員長（木谷 敏勝） 委員長、よろしいですか。 

○委員長（上田 倫久） はい、どうぞ。 

○副委員長（木谷 敏勝） 多分教育についてってな

ると、またややこしいんで、子供たちの防災意識向

上についてとか、そういう形にさせてもらって重点

事項にするいうことでね。 

○委員（青山 憲司） そうですね。 

○副委員長（木谷 敏勝） 教育ってつくと何かここ

をまた、教育委員会とかあんなんなってくるで、防

災意識の高揚、子供たちのみたいなんを重点項目で

させていただくいうことで、もしあれだったら、皆

さんのご同意を得たら。 

○委員（井上 正治） 私はね、市民とか子供たち。

市民も子供たちなんだけど。 

○委員（青山 憲司） 子供たちに限定しなくてもい

いです。だから、市民の防災意識をこう。 

○委員（井上 正治） 市民、子供たちも含めて、防

災意識の高揚、向上について、それはちょっと正副

で任せてもらって、それから、１、３番はまとめる

いうこともまた正副に任せていただいて、皆さんの

ご了解を得たら重点項目にしていきたいですけど。 

○委員（青山 憲司） はい、お願いします。 

○委員（井上 正治） いいです。 

○委員長（上田 倫久） １番、３番ね、まとめると。 

 なら、後はよろしいか。 

 ２番は、２番オーケー。 

○委員（井上 正治） ２番は内水処理。 

○委員長（上田 倫久） ４番もこれでオーケー。５

番もこれでオーケー、６番もこれでオーケー、７番

も原子力、これもオーケー、８番は雪害対策、オー

ケー、９番も自主防災組織、オーケー。今、つけ足

しのところで防災意識の向上という。 

○副委員長（木谷 敏勝） 市民と市民の。 

○委員長（上田 倫久） 市民の。 

○委員長（上田 倫久） 市民の防災意識の向上ね。

が、入ります。市民の防災意識の向上。で、１と３

を、どうする。 

○委員（奥村忠俊） 済みませんね。 

○委員長（上田 倫久） はい。 

○委員（奥村 忠俊） 今、青山さん言われたのは、

よくわかるような気がするんですけども、特別委員

会として防災意識の向上というのは、具体的にはど

ういうふうな内容を考えて。どうしたらいいのか。

我々がどうあって、教育委員会どうやっとんのやっ

て、こう言っていくのか。あるいは防災監呼んでそ

ういった意識の向上についてどういう対応される、

こういうことを問うてきた。 

○委員（青山 憲司） 私が感じたのは、さっき言い

ましたように、行政としてこういうことをやってる

んだから市民の皆さんそれぞれに防災意識持って

くださいよっていうふうに言われるんですけども、

やっぱりそういう、じゃあ、行政どれだけやってる

んだというふうなことが市民の皆さんに知られて

ないっていうのが僕はあると思うんですよ。 

 ほんで、防災教育っていうふうに言ったのは、子

供を主体にした考え方なんですけど、そういうこと

では、きょうは教育委員会は来てないんで、教育委
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員会なんかも子供の防災に対する考え方をもっと

植え込んでいかないと、意識していかないと、やっ

ぱり防災というか、防災レベル、意識そのものが上

がっていくわけにいかないと思うので、そういう意

識を植えるために防災意識を向上させることが必

要ではないかと。 

○委員（奥村 忠俊） じゃあ、委員会としてはね。

それを具体的にどうするかという、何ていうの、そ

のことも書こうとしてる。 

○委員（青山 憲司） それは、行政としてどういう

ふうな。 

○委員（奥村 忠俊） 行動するというんじゃなしに。 

○委員（青山 憲司） やってるんかということも含

めて、チェックをしていく必要があるのかなと思う

んです。 

○委員（芦田 竹彦） 誰が主になるん。 

○委員（奥村 忠俊） じゃあ、どう行動するんかと

いうような。それは、もうここはできんでしょ。 

○副委員長（木谷 敏勝） いや、よろしいですか。 

○委員長（上田 倫久） はい、どうぞ。 

○副委員長（木谷 敏勝） 調査事項なんで、重点項

目である今の防災意識の向上に対してどうなんだ

と。本当は教育委員会も言ってほしいっていったら、

防災のほうから教育委員会のほうにもちゃんと伝

えてくださいよというようなことをやろうとする

いうことで、僕たちが何とかということじゃないん

でね、してもらうのは職員だから。そういう観点で

の重点事項だからある程度網羅しといて、全部がこ

れできるとは限らへんのでね。その中でやっていく

いうことで。 

○委員長（上田 倫久） そういうことで、市民の防

災意識の向上とつけ足しましょう。 

 これは、あとは正副のほうに任せてください。以

上で。 

○委員（井上 正治） それから、意見ですけど、先

ほど言いましたように、調査事項で上がってる以上、

私はやっぱり、当局もこれだけの進捗はありますよ

ということぐらい報告はしていただきたいなと思

っておりますので、また正副委員長のほうよろしく

お願いします。     

○委員長（上田 倫久） はい、どうぞ。 

○副委員長（木谷 敏勝） それもまた、委員会運営

の中で、例えば次の委員会のときに、これから直近

である雪害、本庁・振興局の防災体制、僕らに初め

に報告してくれって、一遍には全部できないんで、

できる範囲でその説明を受けて委員会で報告を受

けるいう形を、正副委員長と事務局とでこの重点事

項については報告させるように進めていきたいと

いう、委員長、それでよろしいですか。 

○委員長（上田 倫久） それでいいです。 

○副委員長（木谷 敏勝） それで、進めていきまし

ょう。 

○委員長（上田 倫久） では、重点項目については、

こちらに任せてください。 

 それでは、次の委員会では、特にどの項目につい

て調査研究を進めていくかをご協議願いたいと思

います。 

 次は、１２月の２０日になったんですかね。 

○事務局主査（伊藤八千代） １２月の２０日です。 

○委員長（上田 倫久） １２月の２０日の９時半か

ら。 

○事務局主査（伊藤八千代） ９時半からですね。 

○委員長（上田 倫久） １１時半まで。この日は１

３時から予算決算委員会がありますので、午前中が

使えます。今言われている。 

 はい、どうぞ。 

○副委員長（木谷 敏勝） 管内視察も考えたんです

けど、今ね、井上委員からもありましたんで、この

中の何点かの報告をもらいましょうか、午前中。委

員長、どうでしょう。 

○委員長（上田 倫久） そうですね。 

○副委員長（木谷 敏勝） 雪害とか、本庁・振興局

の防災体制についてとか、あと、答えれるとこがあ

るんでしたら重点調査事項の報告を受けるみたい

な、昼まで。そういう方向で、あした管内視察いう

こともあったんですけど、今、要望がございました

ので、早急に聞くいうことで、井上さん、どうでし

ょう。 
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○委員（井上 正治） はい、いいですよ。 

○副委員長（木谷 敏勝） 委員長、そのように進め

て。 

○委員長（上田 倫久） 私が思っとったんは、まあ、

いいです、それで。 

 消雪装置なんかを見てみてもええかなと思っと

ったんだけど。 

○委員（井上 正治） 午前中ですよね。 

○委員（青山 憲司） 午前中、もう時間ないですよ

ね。 

○副委員長（木谷 敏勝） 午前中、それ、ちょっと、

どれだけできるんかわからへんけど、進捗状況聞く

いうことに進めさせてもらいましょうか。 

○副委員長（木谷 敏勝） はい。 

○委員長（上田 倫久） ということで、重点調査事

項について上げてましたんで、その中でできる分に

ついては報告してもらうということで、１２月２０

日は９時半からになりますけども、２時間ほど、そ

うしたいと思います。 

 では、次、委員の選出について。 

 次は、委員の選出について協議します。議会の改

選役員のうち、職名によって委嘱を受ける者、また

は委員会の互選により委嘱を受ける者について、別

紙３に記載のとおり、豊岡市災害対策本部出席者、

この１件が防災対策調査特別委員会での委嘱の選

出対象であります。 

 役職名により委員長が委嘱を受けることになり

ます。 

 以上、ご確認お願いします。 

○委員（伊藤  仁） よろしくお願いします。 

○委員（奥村 忠俊） ご苦労さんです。 

○委員長（上田 倫久） 頑張ります。 

○委員長（上田 倫久） その他。 

 次に、（５）その他ということで、委員の皆さん、

何かありましたらお願いいたします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 倫久） では、これできょうの防災

対策調査特別委員会を終わります。ご苦労さんでし

た。 

午前１１時１０分閉会 

──────────────────── 


